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２０１６年度 日本農業経済学会 

総 会 次 第 （当日修正反映版） 
 

日 時 ： ２０１６年３月２９日（火） １６：３０～１７：３０ 

会 場 ： アトリオン音楽ホール 

 

 

開会 

 

１．会長挨拶・議長選出 

 

２．報告 

（１）企画委員会報告 

（２）編集委員会報告 

（３）情報化委員会報告 

（４）国際交流委員会報告 

（５）学会賞・国内学術交流担当報告 

（６）財務担当報告 

（７）庶務担当報告 

（８）改革担当報告 

（９）その他 

   ①名誉会員の推薦について 

   ②２０１７年度大会の開催について 

 

３．審議 

（１）２０１５年度決算（案） 

（２）２０１５年度決算の監査報告 

（３）会則等の改正 

（４）２０１６年度予算（案） 

（５）次期理事・監事の選任 

（６）その他 

 

４．学会賞について 

（１）学術賞・奨励賞 

（２）学会誌賞 

 

５．その他 

 

閉会 

 

学会賞授与式 
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報告事項 

 

１．企画委員会報告 

� 2016年度大会の大会シンポジウム，ミニシンポジウム，個別（口頭・ポスター）報告，等のための

必要な準備を行った。 

� 大会シンポジウムの企画については，常務理事会での決定を経て，「戦後農政の展開過程 ―わが国

の農業政策モデル―」をテーマとした。 

� ミニシンポジウムの企画については，常務委員会での決定を経て，「水田農業の次世代モデルを問う

～大潟村の検証から～」をテーマとした。 

� 本大会での口頭報告は 86 報告，ポスター報告は 12 報告（いずれも予定）である。なお，特別セッ

ションは応募がなかったため，実施を見送った。 

� 会員活動の国際化に資するため，特別企画として「国際誌掲載支援のための特別企画」を実施する

ことにした。 

 

２．編集委員会報告 

（１）和文誌等について 

� 『農業経済研究』への「論文」投稿数は 7 本，うち掲載数は２本，審査中２本，却下・取り下げ 3

本であった（昨年度は投稿 9本，掲載 4 本）。 

� 「報告論文」への投稿数は 75本（60(和) 15(英)），掲載数は 44 本（38(和) 6(英)）であった（掲載率

58.7%）。昨年度は，投稿 78 本（63(和) 15(英)），掲載数は 55本（44(和) 11(英)）であった（掲載率

70.5%）。 

� 第 87 巻より『農業経済研究』の年間発行スケジュールが変更され，6 月号が大会特集号となった。

ミニシンポや共催シンポ（日韓シンポ）の掲載は 9 月号とした。報告論文については，第 2 号～第 4

号に分載した。なお，掲載決定通知に関しては 10月末までに発行した。 

� 報告論文を和文誌に収録したことに伴い，和文誌の表紙レイアウトを 87巻 1号より変更した。報告

論文や書評等の詳細な内容は目次ページに掲載することとした。88 巻についても現行スタイルを踏

襲する予定である。 

� 編集委員会規程との対応関係を明示するため，投稿規程と投稿細則に関して，所用の改訂を行った（2015

年 10 月 30 日）。 

（２）英文誌について 

� 『ＪＪＲＥ』への Articles（論文）の投稿数は 1 本，掲載数は２本であった（昨年度は投稿 0 本，

掲載 1 本（ただし投稿は 2014年））。現時点で審査中の論文はなく，新規の投稿がないと Articles（論

文）がなくなる可能性がある。 

� Research Letters（報告論文）の投稿数は 15 本，掲載数は 6 本であった（昨年度は投稿 15 本，掲

載 11本）。 

� 英文誌や研究の国際化を目指し，以下の 2 つを変更する。関連して，次のように会則・規程等を改

正するとともに（審議事項参照），関連する規程・細則の条文の見直しを行った。 

① 誌名を『The Japanese Journal of Rural Economics（ＪＪＲＥ）』から『Japanese Journal of 

Agricultural Economics（ＪＪＡＥ）』へ変更する。 

② 現在，大会で実施されている日韓シンポジウムを，韓国に限らない国際シンポジウムとし，そこ

での報告を『ＪＪＡＥ（ＪＪＲＥ）』に掲載できるよう制度化する。 
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（３）編集委員の交代について（敬称略） 

� 『農業経済研究』担当 

退任委員：北田紀久雄（農大），寺脇拓（立命館大），中嶋晋作（明治大），林岳（政策研） 

新任委員：澤田守（中央農研），岩本博幸（農大），藤栄剛（明治大），福田竜一（政策研） 

� 報告論文（和）担当 

退任委員：井上荘太朗（政策研），竹下広宣（日本大） 

新任委員：石田章（神戸大），山根史博（広島市立大） 

� 『ＪＪＡＥ（ＪＪＲＥ）』担当 

今回，交代する編集委員はいない。 

 

３．情報化委員会報告 

（１）J-STAGE への会誌掲載状況 

� 『農業経済研究』：科研費（研究成果公開促進費：学術誌データベース）の単年度採択により，予

算 90万円が交付され，2巻×4号分を J-STAGE 上で公開した（第 74巻（2002 年度），第 85巻（2013

年度）：ともに第 1～4号）。また，第 86 巻（2014 年度：第 1～4号）は 3月中に公開済である。た

だしこれまで応募し採択されてきた科研費（研究成果公開促進費：学術誌データベース）の枠自体

が廃止された。今後は別途，検討を要する。 

� 『ＪＪＲＥ』：2015 年 3 月 14 日に J-STAGE に採択され，9 月 15 日より J-STAGE 搭載を開始し，

2015年度は 13 巻分を J-STAGE上で公開した（Vol. 5 (2003) ～Vol. 17 (2015)）。英文誌の検索に

有利な CrossRef DOI を選択している（『農業経済研究』は日本語文献用の JaLC DOI）。 

（２）学会ホームページ上での J-STAGE へのリンク 

� 『農業経済研究』，『ＪＪＲＥ』双方の J-STAGE での掲載開始に伴い，2015 年 10 月から学会ホー

ムページ上に，J-STAGEのバナーを作成し，会員によるアクセスを容易にした。 

 

４．国際交流委員会報告 

（１）国際農業経済学会（IAAE）について 

� ２０１５年８月にミラノにおいて，国際農業経済学会が開催された。 

� 過去からの慣例に従い，大会開催時に 5000 ドルの資金援助を行った。 

� 同大会にて報告を行った若手会員（高橋大輔会員，張采瑜会員，高山太輔会員）に対し，JB 賞を授

与した(2015 年 6 月 21日)。 

� 本学会員の提案が受理され，シンポジウムが開催された。この参加者に対して，会長判断により旅

費支援を行った。 

大江靖雄会員，伊東正一会員，高橋大輔会員，本間正義会員 

Organized Symposium「Coping with Farm Structural Change and Emerging Demands: 

Challenges and Opportunities in Farm Sector in Japan and Korea」） 

（２）アジア農業経済学会について 

� 次回大会は，2017年１月１１～１３日にタイ（カセサート大学）が予定されている。Call for Papers

の詳細が発表され次第，学会ＨＰ等を通じて周知をはかる予定である。 

� これまでは慣例により，大会開催時に 10 万円の資金援助を行ってきた（直近では 2014 年ダッカ大

会時）。次回大会以降は国際農業経済学会宛と同様に 5000ドルの資金援助を行う予定である。 
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（３）国際誌掲載支援のための特別企画 

� 3 月 30 日 13時～15時に，以下の要領により，実施する（詳細は『報告要旨』等を参照）。 

第一部   「国際誌掲載支援のためのクリニック」（60分程度） 

参加委員：大塚顧問，櫻井（武）委員，本間委員，不破委員（司会） 

報告者 ：高橋大輔会員 

報告論文：「Withdrawal of Overseas Subsidiaries in Asia: The Case of the Japanese Food 

Industry」(with Tsai-Yu Chang) 

第二部   「国際誌掲載を目指す人のためのＱ＆Ａセッション」：（60分程度） 

パネル ：大塚顧問，国際化委員会委員，不破委員（司会） 

（４）その他 

� 2015年度大会の日韓シンポジウムの成果は，『農業経済研究』87 巻 2号に掲載された。また，大会

の国際シンポジウムの成果を，『JJAE(JJRE)』においても大会報告として掲載するようにする。 

� 国際化委員会において，学会や『JJAE(JJRE)』の国際化に向けた具体的な活動に関する事項を検討

中である。 

 

５．学会賞・国内学術交流担当報告 

（１）農業経済学関連学会協議会 

� 2015 年 3 月 29 日（日）に，東京農工大学農学部において開催し，以下の 4 つについて情報・意見

交換を行った。①関連学会における連携した取り組み，②科研費の動向，③日本学術会議の活動と

の連携，④研究成果の政策等への活用 

� 本大会終了後の 2016年 3 月 30 日に，秋田県立大学において，協議会を開催予定である。 

（２）日本経済学会連合 

� 評議員会が 2回開催された（2015年 5 月 18 日，2015年 10 月 26日）。 

（３）日本農学会 

� 評議員会が開催された（2016年 1月 22 日）。 

� 運営委員会が 3 回開催された（2015年 9月 4日，2015年 12 月 11日，2016 年 3 月 7 日）。 

 

６．財務担当報告 

� 業務の継続性確保を目指した財務担当の新体制に従い，2015年度は松下（２年目）が担当した．2016

年度は，財務担当常務理事（１年目）と松下（３年目）が担当する予定である． 

� 会費納入率向上対策として，過年度分の納付も受け付け可能な体制のもとで，大会時の納付窓口設

置を試行する．  

 

７．庶務担当報告 

（１）２０１５年度の主な会議開催状況 

２０１５年 ５月１７日 第１回幹事会 

  ６月２１日 第１回常務理事会 

２０１６年 ２月２８日 第２回常務理事会 

  ３月２８日 第２回幹事会 

  ３月２８日 第１回理事会 
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（２）会員数の動向 

 正会員 名誉会員 学生会員 購読会員 計 

（参）2011 年 2月 1 日 1,116 36 420 20 1,592 

2015 年 2月 1 日 1,067 44 391 14 1,516 

2016 年 2月 1 日 1,080 43 412 14 1,549 

対前年増減 13 -1 21 0 33 

（３）庶務担当常務理事の交代 （敬称略） 

� 2015年度から庶務担当常務理事は半舷上陸方式の２名体制に移行している。 

退任  ： 櫻井 清一 （千葉大学）   

継続  ： 神代 英昭 （宇都宮大学） ２０１７年３月まで 

新任  ： 首藤 久人 （筑波大学）  ２０１８年３月まで 

 

８．改革担当報告 

� 業務・組織の見直しを行い，次の 5 つの事項を提案した。 

① 従来の任期 1年目の庶務担当常務理事を総務担当常務理事とし，任期は 1年とする。 

② 任期 1 年の会長補佐常務理事を新設し，前年度の総務担当常務理事が担当する（従来の任期 2

年目の庶務担当常務理事）。 

③ 学会賞・国内交流担当副会長を総務担当副会長に変更し，総務，学会賞・国内交流，財務，情報

化分野を所掌する。 

④ 学会賞各賞の選考委員会については，学術賞・奨励賞は総務担当副会長が担当，学会誌賞は編集

担当副会長が担当，ポスター賞は企画担当副会長が担当したうえで，全体を総務担当副会長が統

括する。あわせてポスター賞を学会賞の 1つとして明確に位置づける。 

⑤ 国際交流委員会を国際委員会に組織替えし，国際化委員会は解散してその業務を国際委員会が引

き継ぐ。 

� 大会開催校決定に関するルールを提案した。 

� 次期担当（副会長・常務理事）への業務引継の標準化を提案した。 

� 以上の提案に関連して，会則・規程を改正するとともに（審議事項参照），諸規程・細則の条文の見

直しを行った。 

 

９．その他 

（１）名誉会員の推薦について 

� 会則第４条に基づき，理事会において新たに２名の会員が名誉会員として推薦された（五十音順）。 

 齋藤 修 会員 

 米倉 等 会員 

（２）２０１７年度大会の開催について（予定） 

開催校：千葉大学 

開催日：２０１７年３月下旬 

� 詳細は確定次第，会誌・HP 等で案内します。 
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審議事項 

 

１．２０１５年度決算（案） 

 7 ページの資料を参照。 

 

２．２０１５年度決算の監査報告 

 ８～９ページの資料を参照。 

 

３．会則等の改正 

①役職・業務の変更・見直し、②英文誌の誌名変更、③国際シンポジウム（日韓シンポ等）の大会報

告を英文誌（JJRE）に掲載、④他の規程との対応関係の明確化などの目的のために，「日本農業経済学会

会則」などを改正する（新旧対照表を参照）。改正する具体的な会則とその目的は以下の通りである。 

【総会の議決】 

◎ 日本農業経済学会 会則（ｐ12～13） 目的①（第 7・8・9・15 条）、 ②（第 3条） 

【総会の承認】 

� 役員選出に関する細則 （ｐ14～16） 目的①（第 3・5・6・7条） 

� 編集委員会規程    （ｐ17）  目的②（第 1条） 

� 学会賞表彰規程    （ｐ18～19） 目的①（第 2・4・5・6条）、 ②（第 2条）、 

④（第 2・4・5・6・7条） 

� 『農業経済研究』投稿規程（ｐ20～21） 目的④（第 2条） 

� JJRE 投稿規程     （ｐ21～23） 目的②（名称、第 1条）、 ③（第 2・5条） 

④（第 2条） 

【総会に報告】 

� 国際交流委員会規程  （ｐ23～24） 目的①（名称、第 1～7条）、 ④（第 1・6条） 

� 企画委員会規程    （ｐ25）  目的①（第 2・3条）、 ④（第 1・6条） 

� 情報化委員会規程   （ｐ26）  目的①（第 4条）、  ④（第 1・6条） 

 

４．２０１６年度予算（案） 

 １０ページの資料参照。 

 

５．理事・監事の選任 

 １１ページの理事・監事候補者一覧を参照。 

 

６．その他 
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次期（2016-17年度）　日本農業経済学会　理事・監事候補者一覧

＊地区別に五十音順

地区 氏名 所属機関
北海道 井上　誠司 酪農学園大学

耕野　拓一 帯広畜産大学
坂爪　浩史 北海道大学
藤田　直聡 北海道農業研究センター

東北 泉谷　眞実 弘前大学
小山　良太 福島大学
盛田　清秀 東北大学

関東 新井　祥穂 東京農工大学
安藤　益夫 宇都宮大学
井上　荘太朗 農林水産政策研究所
内田　晋 茨城大学
大石　敦志 日本大学
大江　徹男 明治大学
加治佐　敬 青山学院大学
北田　紀久雄 東京農業大学
北原　克宣 立正大学
小林　弘明 千葉大学
松下　秀介 筑波大学
松本　武祝 東京大学
安武　正史 中央農業総合研究センター

中部 成　耆政 松本大学
槇平　龍宏 名古屋経済大学
松井　隆宏 三重大学

北陸 加藤　辰夫 福井県立大学
木南　莉莉 新潟大学

近畿 小田　滋晃 京都大学
岸上　光克 和歌山大学（４月より）
竹歳　一紀 龍谷大学
多田　稔 近畿大学

中国 坂本　英美 近畿中国四国農業研究センター
松田　敏信 鳥取大学
保永　展利 島根大学

四国 玉　真之介 徳島大学
松岡　淳 愛媛大学

九州・沖縄 品川　優 佐賀大学
内藤　重之 琉球大学
前田　幸嗣 九州大学

次期会長指名理事候補
担当　 氏名 所属機関

庶務（会長補佐） 神代　英昭 宇都宮大学   ＊2016年度まで
庶務（総務） 首藤　久人 筑波大学
和文誌編集 立川　雅司 茨城大学　   ＊2016年度まで
英文誌編集 櫻井　武司 東京大学  　 ＊2016年度まで

開催校 大江　靖雄 千葉大学　   ＊2016年度まで

次期監事候補
氏名 所属機関

監事 北川　太一 福井県立大学 ＊2016年度まで
監事 土田　志郎 東京農業大学
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日本農業経済学会 会則の一部を改正する規則（案） 

理由：役職・業務・英文誌の誌名を変更するため 
 

現 行 改 正 
 
（略） 
 
（事業） 
第３条 
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。 
（１）研究発表会及び学術講演会等の開催 
（２）学会誌『農業経済研究』（以下「和文誌」という） 及び『The 
Japanese Journal of Rural Economics』 （以下「英文誌」という） 
の編集・発行 
（３）研究業績の表彰 
（４）他学会との研究連絡及び国際交流 
（５）日本農学会及び日本経済学会連合への加盟 
（６）農業経済に関する学術図書の発行 
（７）その他、本会の目的達成に必要な事業 
 
（略） 
 
（会長、副会長） 
第７条 
会長は会務を総理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐すると
ともに、会長に事故がある時はその職務を代理する。副会長は、学
会誌編集、学会賞・国内学術交流、国際交流、企画の任務を分担す
る。新たな会務が生じた場合、副会長はそれらを兼務できる。 
 
（常務理事） 
第８条 
常務理事は役付常務理事と地区担当常務理事によって構成される。
役付常務理事は、和文誌編集、英文誌編集、学会賞・国内学術交流、
国際交流、企画、情報、庶務、財務を担当する。 

 
（略） 
 
（事業） 
第３条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。 
（１）研究発表会及び学術講演会等の開催 
（２）学会誌『農業経済研究』（以下「和文誌」という） 及び『Japanese 

Journal of Agricultural Economics』 （以下「英文誌」という） 
の編集・発行 

（３）研究業績の表彰 
（４）他学会との研究連絡及び国際交流 
（５）日本農学会及び日本経済学会連合への加盟 
（６）農業経済に関する学術図書の発行 
（７）その他、本会の目的達成に必要な事業 
 
 
（略） 
 
（会長、副会長） 
第７条 会長は会務を総理し、本会を代表する。副会長は会長を補

佐するとともに、会長に事故がある時はその職務を代理する。副
会長は、総務、編集、企画、国際の任務を分担する。新たな会務
が生じた場合、副会長はそれらを兼務できる。 

 
 
（常務理事） 
第８条 常務理事は役付常務理事と地区担当常務理事によって構成

される。役付常務理事は、会長補佐、総務、情報、財務、学会賞・
国内学術交流、和文誌編集、英文誌編集、企画、国際を担当する。 
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（会長指名理事） 
第９条 
会長指名理事は和文誌及び英文誌編集担当常務理事、庶務担当常務
理事、開催校担当理事を含む若干名とする。ただし、開催校担当理
事は監事以外の他の役員を兼務できる。 
 
（略） 
 
（委員会） 
第１５条 
本会の事業遂行のため、理事会の下に学会誌編集委員会、学会賞選
考委員会、企画委員会、その他必要な委員会を置く。 
  
（略） 
 
（改正） 
第１８条 
会則は総会の議決を経て改正することができる。 
 
附則 
本会則は２００４年９月１５日から施行する。 
 
附則 
本会則は２０１４年３月２９日から施行する。ただし、２０１４年
度の会計事業年度は、２０１４年３月１日より２０１５年１月３１
日までとする。 
 

附則 
本会則は２０１５年３月２８日から施行する。 

 
（会長指名理事） 
第９条 会長指名理事は和文誌及び英文誌編集担当常務理事、会長

補佐常務理事、総務担当常務理事、開催校担当理事を含む若干名
とする。ただし、開催校担当理事は監事以外の他の役員を兼務で
きる。 

 
（略） 
 
（委員会） 
第１５条 本会の事業遂行のため、理事会の下に編集委員会、企画

委員会、国際委員会、情報化委員会、その他必要な委員会を置く。 
 
 
（略） 
 
（改正） 
第１８条 会則は総会の議決を経て改正することができる。 
 
附則 

本会則は２００４年９月１５日から施行する。 
 
附則 

本会則は２０１４年３月２９日から施行する。ただし、２０１４
年度の会計事業年度は、２０１４年３月１日より２０１５年１月３
１日までとする。 
 
附則 

本会則は２０１５年３月２８日から施行する。 
 
附則 

本会則は２０１６年３月２９日から施行する。 
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役員選出に関する細則の一部を改正する規則（案） 
理由：役職・業務を変更するため 

 
現 行 改 正 

 
（略） 
 
（理事及び監事の選任） 
第３条 
次期の地区選任理事候補者については、地区ごとに会員の意向を今
期の理事が取りまとめ、総会の３０日前までに庶務担当常務理事を
通じて理事会に推薦する。関東地区を除いて、推薦された候補者に
は、地区担当常務理事１名が含まれる。 

２．次期の地区選任理事は、理事会及び総会の承認を経て選任す
る。 

３．次期の会長指名理事は、会長が指名し、理事会及び総会の承
認を経て選任する。 

４．次期の監事は監査の便宜を考慮して候補者を選定し、理事会
及び総会の承認を経て選任する。 

 
（略） 
 
（役付常務理事の選出） 
第５条 
会長指名理事を除く役付常務理事は、選任された理事の中から、正
副会長及び庶務担当常務理事の協議を経て選出する。 

２．第１項の協議において、やむを得ない事由が認められる場合
に限り、役付常務理事と地区担当常務理事を兼務させること
ができる。 

３．役付常務理事のうち、庶務担当、和文誌及び英文誌編集担当
は会長指名理事とし、第３条第３項に従って選任する。ただ
し、庶務担当は関東地区理事会が、和文誌及び英文誌編集担
当は編集委員会が、それぞれ会長の指名に先立って候補者を
推薦する。 

 
（略） 
 
（理事及び監事の選任） 
第３条 次期の地区選任理事候補者については、地区ごとに会員の

意向を今期の理事が取りまとめ、総会の３０日前までに総務担当
常務理事を通じて理事会に推薦する。関東地区を除いて、推薦さ
れた候補者には、地区担当常務理事１名が含まれる。 
２．次期の地区選任理事は、理事会及び総会の承認を経て選任す

る。 
３．次期の会長指名理事は、会長が指名し、理事会及び総会の承

認を経て選任する。 
４．次期の監事は監査の便宜を考慮して候補者を選定し、理事会

及び総会の承認を経て選任する。 
 
 
（略） 
 
（役付常務理事の選出） 
第５条 会長指名理事を除く役付常務理事は、選任された理事の中

から、正副会長及び会長補佐常務理事、総務担当常務理事の協議
を経て選出する。 
２．第１項の協議において、やむを得ない事由が認められる場合

に限り、役付常務理事と地区担当常務理事を兼務させること
ができる。 

３．役付常務理事のうち、会長補佐、総務担当、和文誌及び英文
誌編集担当は会長指名理事とし、第３条第３項に従って選任
する。ただし、総務担当は関東地区理事会が、和文誌及び英
文誌編集担当は編集委員会が、それぞれ会長の指名に先立っ
て候補者を推薦する。 
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（地区専任理事の交代） 
第６条 
選任された地区選任理事が選出母体である地区から転出または欠員
した場合は、同地区の理事の責任において後任の理事候補者を推薦
し、庶務担当常務理事を通じて会長に届ける。会長は推薦のあった
候補者を会長指名理事に選任し、理事の交代について理事会及び総
会に報告する。任期は前任者の残任期間を原則とする。 

２．地区担当常務理事が転出または欠員した場合は、同地区の理
事の責任において、同地区の理事の中から後任の地区担当常
務理事候補者を推薦し、庶務担当常務理事を通じて会長に届
ける。会長は推薦のあった候補者を会長指名理事に選任し、
地区担当常務理事の交代について理事会及び総会に報告す
る。任期は前任者の残任期間を原則とする。地区担当常務理
事の選出に伴う理事の欠員については、第１項に従って補充
する。 

３．会長、副会長、役付常務理事については、第１項の規定は適
用しない。 

 
（欠員補充） 
第７条 
会長が欠員した場合は、「日本農業経済学会会則」第７条に従って、
副会長が代理する。任期は前任者の残任期間を原則とする。 

２．副会長が欠員した場合は、副会長が兼務するか、副会長選挙
の次点者を充てる。次点者を充てる場合、次点者が役付常務
理事のときは、第５条第１項に従って役付常務理事の欠員を
補充する。任期は前任者の残任期間を原則とする。 

３．会長指名理事を除く役付常務理事が欠員した場合は、第５条
第１項に従って補充する。任期は前任者の残任期間を原則と
する。 

４．庶務担当常務理事が欠員した場合は、次期候補者を会長が選
任し、理事会及び総会に報告する。任期は前任者の残任期間
を原則とする。 

５．和文誌及び英文誌編集担当常務理事が欠員した場合は、編集

 
（地区専任理事の交代） 
第６条 選任された地区選任理事が選出母体である地区から転出ま

たは欠員した場合は、同地区の理事の責任において後任の理事候
補者を推薦し、総務担当常務理事を通じて会長に届ける。会長は
推薦のあった候補者を会長指名理事に選任し、理事の交代につい
て理事会及び総会に報告する。任期は前任者の残任期間を原則と
する。 
２．地区担当常務理事が転出または欠員した場合は、同地区の理

事の責任において、同地区の理事の中から後任の地区担当常
務理事候補者を推薦し、総務担当常務理事を通じて会長に届
ける。会長は推薦のあった候補者を会長指名理事に選任し、
地区担当常務理事の交代について理事会及び総会に報告す
る。任期は前任者の残任期間を原則とする。地区担当常務理
事の選出に伴う理事の欠員については、第１項に従って補充
する。 

３．会長、副会長、役付常務理事については、第１項の規定は適
用しない。 

 
（欠員補充） 
第７条 会長が欠員した場合は、「日本農業経済学会会則」第７条に

従って、副会長が代理する。任期は前任者の残任期間を原則とす
る。 
２．副会長が欠員した場合は、副会長が兼務するか、副会長選挙

の次点者を充てる。次点者を充てる場合、次点者が役付常務
理事のときは、第５条第１項に従って役付常務理事の欠員を
補充する。任期は前任者の残任期間を原則とする。 

３．会長指名理事を除く役付常務理事が欠員した場合は、第５条
第１項に従って補充する。任期は前任者の残任期間を原則と
する。 

４．会長補佐常務理事、総務担当常務理事が欠員した場合は、次
期候補者を会長が選任し、理事会及び総会に報告する。任期
は前任者の残任期間を原則とする。 

５．和文誌及び英文誌編集担当常務理事が欠員した場合は、編集
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委員会が候補者を推薦し、会長が選任して理事会及び総会に
報告する。任期は前任者の残任期間を原則とする。 

６．開催校担当理事が欠員した場合は、開催校が候補者を推薦し、
会長が選任して理事会及び総会に報告する。任期は前任者の
残任期間とする。 

 
（改正） 
第８条 
この細則は理事会の議決及び総会の承認を経て改正する。 
 
附則 
本細則は２００３年４月２日から施行する。 
 
附則 
本細則は２０１５年３月２８日から施行する。 
  

委員会が候補者を推薦し、会長が選任して理事会及び総会に
報告する。任期は前任者の残任期間を原則とする。 

６．開催校担当理事が欠員した場合は、開催校が候補者を推薦し、
会長が選任して理事会及び総会に報告する。任期は前任者の
残任期間とする。 

 
（改正） 
第８条 この細則は理事会の議決及び総会の承認を経て改正する。 
 
附則 

本細則は２００３年４月２日から施行する。 
 
附則 

本細則は２０１５年３月２８日から施行する。 
 
附則 

本細則は２０１５年３月２９日から施行する。 
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編集委員会規程の一部を改正する規則（案） 
理由：英文誌の誌名を変更するため 

 
現 行 改 正 

（目的） 
第１条 この規程は、「日本農業経済学会会則」第１５条の規定に基

づき、『農業経済研究』（以下「和文誌」という）、『The Japanese 
Journal of Rural Economics』（以下「英文誌」という。和文誌
と英文誌を併せて「学会誌」という）の編集のためにこれを定
める。学会誌の編集は、編集委員会がこれにあたる。 

 
（略） 
 
（改正） 
第９条 この規程の改正は編集委員会で発議し、理事会及び総会の

承認を経て決定する。 
 
附則  

この規程は２０１０年４月１日から施行する。 
 

附則  
この規程は２０１４年４月１日から施行する。 

 
附則 
１．この規程は２０１４年７月２６日から施行する。 
２．２０１４年度における学会誌の発行については、なお従前の例

による。 
 

（目的） 
第１条 この規程は、「日本農業経済学会会則」第１５条の規定に基

づき、『農業経済研究』（以下「和文誌」という）、『Japanese 
Journal of Agricultural Economics』（以下「英文誌」という。
和文誌と英文誌を併せて「学会誌」という）の編集のためにこ
れを定める。学会誌の編集は、編集委員会がこれにあたる。 

 
（略） 
 
（改正） 
第９条 この規程の改正は編集委員会で発議し、理事会及び総会の

承認を経て決定する。 
 
附則 

この規程は２０１０年４月１日から施行する。 
 
附則 

この規程は２０１４年４月１日から施行する。 
 
附則 
１．この規程は２０１４年７月２６日から施行する。 
２．２０１４年度における学会誌の発行については、なお従前の例

による。 
 
附則 

 この規程は２０１６年３月２９日から施行する。 
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学会賞表彰規程の一部を改正する規則（案） 
理由：役員・業務・英文誌の誌名を変更し、ポスター賞規定を追加するため 

 
現 行 改 正 

 
（略） 
 
第２条 
１．賞の総称は「日本農業経済学会賞」とし、以下の３種の賞を設

ける。 
i.「日本農業経済学会学術賞」……本学会に５年以上継続して在
籍し、特に顕著な研究業績を公刊した会員に授与する。 

ii.「日本農業経済学会奨励賞」……本学会に３年以上継続して在
籍する満４０歳未満の会員で顕著な研究業績を公刊し、今後
の一層の発展が期待される会員に授与する。 

iii.「日本農業経済学会学会誌賞」……本学会の会員で、本学会
誌『農業経済研究』、『The Japanese Journal of Rural 
Economics』に特に優れた論文を執筆した会員に授与する。 

 
２．「学術賞」及び「学会誌賞」は、原則として毎年それぞれ２名以

内、「奨励賞」は毎年３名以内とする。 
 
 
 
 
 
 
（略） 
 
第４条 
第２条の表彰対象者は、学会賞選考委員会で候補者を選定し、理事
会で決定する。 
 
 

 
（略） 
 
第２条 「日本農業経済学会賞」として４種の賞を設ける。授賞対

象は次のとおりである。 
（１）「日本農業経済学会学術賞」（以下「学術賞」という）は本会

に５年以上継続して在籍し、顕著な研究業績を公刊した会員に
授与する。 

（２）「日本農業経済学会奨励賞」（以下「奨励賞」という）は本会
に３年以上継続して在籍し、顕著な研究業績を公刊した満４０
歳未満の会員に授与する。 

（３）「日本農業経済学会学会誌賞」（以下「学会誌賞」という）は
本会の会員で、学会誌『農業経済研究』、『Japanese Journal of 
Agricultural Economics』に特に優れた論文を執筆した会員に授
与する。 

（４）「日本農業経済学会ポスター賞」（以下「ポスター賞」という）
は本会の会員で、個別ポスター報告において優秀な報告を行っ
た満４０歳未満の筆頭報告者に授与する。 

 
２．「学術賞」及び「学会誌賞」は、原則として毎年それぞれ２名
以内、「奨励賞」は毎年３名以内、「ポスター賞」は若干名とす
る。 

 
（略） 
 
第４条 第２条（１）、（２）に定める授賞対象者は学術賞・奨励賞

選考員会において、（３）に定める授賞対象者は学会誌賞選考委員
会において、それぞれ候補者を選定し、理事会で決定する。（４）
に定める授賞対象者は、ポスター賞選考委員会において候補者を
選定し、会長の承認を経て決定し、理事会へ報告する。 
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第５条 
「学術賞」及び「奨励賞」の選考委員会は、学会賞担当副会長と同
副会長が理事の中から指名した６名の委員とで構成し、副会長が委
員長を務める。また、「学会誌賞」の選考委員会は、学会誌担当副会
長、学会賞担当副会長並びに学会誌編集委員とで構成し、学会誌担
当副会長が委員長を務める。 
委員の任期は理事及び編集委員の在任期間とする。 
選考委員会は、定められた期日までに選考結果を会長に報告しなけ
ればならない。 
 
 
第６条 
表彰は賞状と副賞によるものとし、総会の場で行う。 
 
第７条 
本規程の改正は、理事会で決定し、総会の承認を得なければならな
い。 
 
付則 
１．.本規程に関する細則は別に定める。 
２．本規程は２００２年３月３０日から施行する。 
３．本規程は２０１５年３月２８日から施行する。 

 
第５条 学術賞・奨励賞選考委員会は、総務担当副会長と、同副会

長が理事の中から指名した６名の委員で構成し、総務担当副会長
が委員長を務める。学会誌賞選考委員会は、編集担当副会長並び
に学会誌編集委員で構成し、編集担当副会長が委員長を務める。
ポスター賞選考委員会は、企画担当副会長と、同副会長が理事ま
たは編集委員の中から指名した複数名の委員で構成し、企画担当
副会長が委員長を務める。 
委員の任期は理事及び編集委員の在任期間とする。 

 
 
 
第６条 「学術賞」、「奨励賞」、「学会誌賞」は総会で表彰する。「ポ

スター賞」は、大会時のポスター賞表彰式で表彰する。 
 
第７条 本規程の改正は、理事会及び総会の承認を経て決定する。 
 
 
附則 

本規程に関する細則は別に定める。 
 
附則 

本規程は２００２年３月３０日から施行する。 
 
附則 

本規程は２０１５年３月２８日から施行する。 
 
附則 

本規程は２０１６年３月２９日から施行する。 
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『農業経済研究』投稿規程の一部を改正する規則（案） 
理由：編集委員会規程との対応関係を明記するため 

 
現 行 改 正 

 
（略） 
 
（原稿の種類） 
第２条 
和文誌に掲載する原稿の種類は、投稿原稿（論文、報告論文、研究
動向、談話室）、大会報告、依頼原稿（書評等）及び編集方針に関わ
って編集委員会が特に認めたものがある。投稿原稿に含まれるもの
であっても、和文誌編集委員会が執筆を依頼する場合がある。 
（１）論文は、農業経済に関する理論的、実証的な研究成果をとり

まとめた原稿であり、独創性、新規性、ならびに有用性が認
められたものである。 

（２）報告論文は、日本農業経済学会（以下「本会」という）が主
催する年次大会での個別報告に基づく農業経済の理論的、実
証的な研究成果をとりまとめた原稿であり、新規性ならびに
有用性が認められたものである。 

 
（略） 
 
（改正） 
第１５条 
この規程の改正は編集委員会で発議し、理事会及び総会の承認を経
て決定する。また、和文誌及び本会ホームページに公示する。 
 
附則 
この規程は２０１０年４月１日から施行する。 
 
附則 
この規程は２０１３年３月２８日から施行する。 
 

 
（略） 
 
（原稿の種類） 
第２条 和文誌に掲載する原稿の種類は、投稿原稿（論文、報告論

文、研究動向、談話室）、大会報告、依頼原稿（書評等）及び「編
集委員会規程」第６条第２項に定める編集方針に関わって編集委
員会が特に認めたものがある。投稿原稿に含まれるものであって
も、和文誌編集委員会が執筆を依頼する場合がある。 

（１）論文は、農業経済に関する理論的、実証的な研究成果をとり
まとめた原稿であり、独創性、新規性、ならびに有用性が認め
られたものである。 

（２）報告論文は、日本農業経済学会（以下「本会」という）が主
催する年次大会での個別報告に基づく農業経済の理論的、実証
的な研究成果をとりまとめた原稿であり、新規性ならびに有用
性が認められたものである。 

 
（略） 
 
（改正） 
第１５条 この規程の改正は編集委員会で発議し、理事会及び総会

の承認を経て決定する。また、和文誌及び本会ホームページに公
示する。 

 
附則 

この規程は２０１０年４月１日から施行する。 
 

附則 
この規程は２０１３年３月２８日から施行する。 
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附則 
１．この規程は２０１４年１１月１日以降の投稿原稿から適用す

る。 
２．２０１４年度大会の大会報告原稿及び『日本農業経済学会論

文集』和文原稿については、なお従前の例による。 
 
 

附則 
１．この規程は２０１４年１１月１日以降の投稿原稿から適用す

る。 
２．２０１４年度大会の大会報告原稿及び『日本農業経済学会論

文集』和文原稿については、なお従前の例による。 
 

附則 
この規程は２０１６年３月２９日から施行する。 

 
 
 
 

JJRE 投稿規程を JJAE 投稿規程に改正する規則（案） 
理由：英文誌の誌名を変更し,国際シンポジウム（日韓シンポ等）の大会報告を JJAE に掲載するため。 

編集委員会規程との対応関係を明記するため。 
 

現 行 改 正 
JJRE投稿規程 
 
（目的） 
第１条 
 『The Japanese Journal of Rural Economics』（以下「英文誌」と
いう）への投稿に関し、必要な事項を定めるため、本規程を設ける。 
 
（原稿の種類） 
第２条 
英文誌に掲載する原稿の種類は、投稿原稿（Articles、Research 
Letters）及び編集方針に関わって編集委員会が特に認めたものがあ
る。投稿原稿に含まれるものであっても、英文誌編集委員会が執筆
を依頼する場合がある。 
（１）Articlesは、農業経済に関する理論的、実証的な研究成果をと

りまとめた原稿であり、独創性、新規性、ならびに有用性が
認められたものである。 

（２）Research Letters は、日本農業経済学会（以下「本会」とい

JJAE投稿規程 
 
（目的） 
第１条 『Japanese Journal of Agricultural Economics』（以下「英

文誌」という）への投稿に関し、必要な事項を定めるため、本規
程を設ける。 

 
（原稿の種類） 
第２条 英文誌に掲載する原稿の種類は、投稿原稿（Articles、

Research Letters）、大会報告及び「編集委員会規程」第６条第２
項に定める編集方針に関わって編集委員会が特に認めたものがあ
る。投稿原稿に含まれるものであっても、英文誌編集委員会が執
筆を依頼する場合がある。 

（１）Articlesは、農業経済に関する理論的、実証的な研究成果をと
りまとめた原稿であり、独創性、新規性、ならびに有用性が
認められたものである。 

（２）Research Letters は、日本農業経済学会（以下「本会」とい
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う）が主催する年次大会での個別報告に基づく農業経済の理
論的、実証的な研究成果をとりまとめた原稿であり、新規性
ならびに有用性が認められたものである。 

 
 
 
（略） 
 
（原稿の分量） 
第５条 
原稿の分量はつぎのとおりとする。 
（１）Articlesは、初回投稿の時点で、A4用紙のダブルスペース（１

ページ当たり 28行、１行 10～15単語）で 40ページ以内（図
表込み）とする。 

（２）Research Lettersは、「投稿細則」の様式に従い、原則４ペー
ジ、上限６ページとする。３ページ以下の原稿は認めない。 

 
 
 
（略） 
 
（改正） 
第１５条 
この規程の改正は編集委員会で発議し、理事会及び総会の承認を経
て決定する。また、英文誌及び本会ホームページに公示する。  
 
附則 
この規程は２００３年４月１日から施行する。 
 
附則 
この規程は２０１３年３月２８日から施行する。 
 
附則 

１．この規程は２０１４年１１月１日以降の投稿原稿から適用す

う）が主催する年次大会での個別報告に基づく農業経済の理
論的、実証的な研究成果をとりまとめた原稿であり、新規性
ならびに有用性が認められたものである。 

（３）大会報告は、本会が主催する国際シンポジウムの報告ならび
に質疑応答に関する原稿、座長解題等である。 

 
（略） 
 
（原稿の分量） 
第５条 原稿の分量はつぎのとおりとする。 
（１）Articlesは、初回投稿の時点で、A4用紙のダブルスペース（１

ページ当たり 28行、１行 10～15単語）で 40ページ以内（図
表込み）とする。 

（２）Research Lettersは、「投稿細則」の様式に従い、原則４ペー
ジ、上限６ページとする。３ページ以下の原稿は認めない。 

（３）大会報告は、Articlesに準じた扱いとする。質疑応答など、そ
の他の原稿はシンポジウム当日の実情を踏まえて英文誌編集
委員会が判断する。 

 
（略） 
 
（改正） 
第１５条 この規程の改正は編集委員会で発議し、理事会及び総会

の承認を経て決定する。また、英文誌及び本会ホームページに公
示する。  

 
附則 

この規程は２００３年４月１日から施行する。 
 
附則 

この規程は２０１３年３月２８日から施行する。 
 
附則 

１．この規程は２０１４年１１月１日以降の投稿原稿から適用す
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る。 
２．前項１によらず、２０１４年度大会の『日本農業経済学会論

文集』英文原稿については、Research Letters としてこの規
程を準用する。 

 

る。 
２．前項１によらず、２０１４年度大会の『日本農業経済学会論

文集』英文原稿については、Research Letters としてこの規
程を準用する。 

 
附則 

この規程は２０１６年３月２９日から施行する。 
 

 

 

 

国際交流委員会規程を国際委員会規程に改正する規則（案） 

理由：役員・業務を変更するため 

 

現 行 改 正 

国際交流委員会規程 
 
第１条 

日本農業経済学会会則第１０条に基づき、理事会の下に国際交流委員会

を設ける。 
 

第２条 
国際交流委員会の任務は下記のとおりとする。 

１．国際交流事業に関する事項 

２．国際学会蓄積金（特別会計 II）の活用に関する事項 
３．国際交流協定に関する事項 
４．国際農業経済学会・アジア農業経済学会に関する事項 

５．その他 
 
第３条 

国際交流委員会の委員は若干名の理事と前期国際交流委員会委員長及

び前期国際交流委員会事務局担当によって構成し、常務理事会の議を経

て会長が委嘱する。 

国際委員会規程 
 
第１条 「日本農業経済学会会則」第１５条に基づき、理事会の下に国

際委員会を設ける。 
 
 

第２条 国際委員会の任務は次のとおりとする。 
（１）国際交流事業に関する事項 
（２）国際学会蓄積金（特別会計 II）の活用に関する事項 

（３）国際交流協定に関する事項 
（４）国際農業経済学会・アジア農業経済学会に関する事項 
（５）その他、国際委員会の業務に関する事項 

 
 
第３条 国際委員会は若干名の理事と前期国際委員会委員長及び前期

国際委員会事務局担当で構成し、常務理事会の議を経て会長が承認す

る。 
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第４条 

国際交流委員会委員長は副会長の一人が担当する。また当委員会は委員

長を補佐する事務局担当を互選する。 
 

第５条 
委員の任期は原則２年とする。ただし国際交流委員会委員長および事務

局担当は任期２年終了後１年任期の委員として残る。 

 
第６条 
国際交流委員会は小委員会を組織することができる。 

 
（略） 
 

第７条 
本規程の改正は理事会において行い、総会に報告する。 

 

付 則  
この規程は２００４年３月３０日から実施する。 

 

 
第４条 国際委員会委員長は国際担当副会長が務める。同委員長を補佐

する事務局担当は国際担当常務理事が務める。 
 
 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。国際委員

会委員長及び事務局担当は任期終了後１年任期の委員として残る。 
 

 
第６条 国際委員会は小委員会を組織することができる。 
 

 
（略） 
 

第７条 本規程の改正は理事会で決定し、総会に報告する。 
 
 

附則 
この規程は２００４年３月３０日から施行する。 

 

附則 
この規程は２０１６年３月２９日から施行する。 
 

 

 

 

  



25 
 

企画委員会規程の一部を改正する規則（案） 

理由：役員・業務を変更するため 
 

現 行 改 正 

 

第１条 
日本農業経済学会会則第１０条に基づき、理事会の下に企画委員会を設

ける。 

 
第２条 
企画委員会の任務は下記のとおりとする。 

１．大会シンポジウム、ミニシンポジウム、共催シンポジウム、個別報

告及び特別セッションの開催 
２．農業経済に関する学術図書の発行 

３．その他、本会の目的達成に必要な事業の実施 
 
第３条 

企画委員会の委員は理事の中から若干名を選出し、常務理事会の議を経

て会長から委嘱する。なお、特に必要があると認められる場合は理事以

外の会員から委員を選出することができる。委員長は、副会長の一人が

担当する。 
 
（略） 

 
第７条 
本規程の改正は理事会において行い、総会に報告する。 

 
附則 
この規程は 2002 年 3月 30 日から施行する。 

 
附則 
この規程は 2013 年 3月 28 日から一部改正して施行する。 

 

第１条 「日本農業経済学会会則」第１５条に基づき、理事会の下に企

画委員会を設ける。 
 

 
第２条 企画委員会の任務は次のとおりとする。 
（１）大会シンポジウム、ミニシンポジウム、共催シンポジウム、個別

報告及び特別セッションの開催 
（２）農業経済に関する学術図書の発行 
（３）ポスター賞の選考 

（４）その他、企画委員会の業務に関する事業の実施 
 
第３条 企画委員会の委員は理事の中から若干名を選出し、常務理事会

の議を経て会長が承認する。なお、特に必要があると認められる場

合は理事以外の会員から委員を選出することができる。委員長は、

企画担当副会長が務める。 

 
 
（略） 

 
第７条 本規程の改正は理事会で決定し、総会に報告する。 
 

附則 
この規程は 2002 年 3月 30 日から施行する。 

 

附則 
この規程は 2013 年 3月 28 日から施行する。 

 

附則 
この規程は 2016 年 3月 29 日から施行する。 
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情報化委員会規程の一部を改正する規則（案） 

理由：役員・業務を変更するため 
 

現 行 改 正 

 

第１条 
日本農業経済学会会則第１０条に基づき、理事会の下に情報化委員会を

設ける。 

 
（略） 
 

第４条 
情報化委員会の委員長は担当常務理事が担当する。また当委員会は委員

長を補佐する庶務担当常務理事からの協力を得ることができる。 

 
（略） 
 

第６条 
この規程は理事会の承認によって変更し、総会に報告する。 
 

付 則 
この規程は 2012 年 7月 8日から実施する。 
 

 

第１条 「日本農業経済学会会則」第１５条に基づき、理事会の下に情

報化委員会を設ける。 
 

 
（略） 
 

第４条 情報化委員会の委員長は情報担当常務理事が務める。総務担当

常務理事は当該委員長を補佐する。 
 

 
（略） 
 

第６条 この規程の改正は理事会で決定し、総会に報告する。 
 
附則 

この規程は 2012 年 7月 8日から実施する。 
 
附則 

この規程は 2016 年 3月 29 日から施行する。 
 

 
 


